
■届出手続きの流れ

届出対象行為を行う場合、景観法及び佐世保市景観条例に基づき、①「事前協議」・ ②「届出」・ 
③「完了届出」という３段階の手続きが必要です。

＜ステップ１＞ ＜ステップ２＞ ＜ステップ３＞
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● 事前協議は、佐世保市景観計画で定めた行為の制限の内容を市民や事業者の
　 方に理解していただき、景観法で定められた届出手続きをスムーズに行うた
　 めに設けられた制度です。
● 従って、建築物や工作物などの設計着手段階はもちろん、これらの行為の構
　 想や計画が持ち上がった初期段階からでも事前協議を行うことが可能です。
● 事前協議の流れは以下のとおりです。

ステップ１　景観条例に基づく事前協議

建築物や工作物等の
　計画の初期段階

● 佐世保市景観計画や景観計画で定める景観形成
　 基準等については佐世保市ＨＰで情報提供して
　 いますので、計画の際には確認をお願いします。
● 詳しいご案内が必要の際は、まち整備課までお
　 問い合わせ下さい。

計画段階での相談
窓口：まち整備課

届出対象行為？
No

Yes

景観計画・景観への配慮事項の周知
景観への配慮のお願い

● 事前協議に必要な書類（事前協議書、景観形成
　 基準チェックシート）を佐世保市HP等で入手
　 し、必要な箇所の記入をお願いします。
● 協議に必要な行為に関する図面や写真などの資
　 料をご準備下さい。（「添付書類一覧」を参照）

必要に応じて

● 事前協議書
● 景観形成基準チェックシート
● 図面や写真等の資料
これらによる行為内容の協議

事前協議（まち整備課）

景観アドバイザーによる
技術的支援

計画・設計への反映

ステップ２：景観法に基づく届出手続きへ（裏面）



ステップ２　景観法に基づく届出手続き

● 事前協議に基づいた建築物などの具体的な設計が仕上がったら、景観法に
　 基づく届出手続きを行っていただきます。
● 景観法の規定により、届出書を提出し、受理された日から３０日間は、届出
　 に係る行為に着手することが出来ません。（事前協議が整っていると、届出
    手続きがスムーズに進みます。）
● 佐世保市景観計画に定められた景観形成基準に適合しない場合、勧告・変
　 更命令を行うことがあります。
● 上記の勧告に従わない場合、その旨を公表したり、変更命令に従わない場
　 合、届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合は、景観法の規定によ
 　る罰則を適用することがあります。
● 景観法に基づく届出手続きの流れは以下のとおりです。

事前協議の結果を反映した
行為（建築物など）の設計

● 届出書を佐世保市HP等で入手し、記    
　 入をお願いします。
● 行為に関する図面などの資料をご準備　
　 下さい。（「添付書類一覧」を参照）

景観法に基づく届出手続き（法第 16条）

窓口：まち整備課

景観形成基準適合審査

適　合 不 適 合 必要に応じて
　　　　　意見聴取

景観審議会

勧告 (法第 16条 )
変更命令 (法第 17条 )

通知内容を
反映した改善

窓口：まち整備課

行為着手

30
日
以
上（
法
第
18
条
）

ステップ３　景観条例に基づく完了届出

● 届出た行為が完了したら、完了届出書の提出を行っていただきます。
● 行為が景観形成基準適合審査に適合した内容のとおりに完了しているかの
　 確認を行い、一連の手続きは完了します。


